
県医療政策課（※１）

関係団体（県） 関係団体（郡市）

個別医療機関等

事業提案の際は県担当課と事前協議を実施

※１ 提案とりまとめ後、県医療政策課は事業担当課等と共同でヒアリング等を実施し、予算要求の是非を決定する。
※２ 調整会議で決定された「政策医療を担う中心的な医療機関」へは県保健所（熊本市内の医療機関へは県医療政策課）から提案募集に係る文書を送付する。
※３ 市町村は事業提案の際、実施主体（市町村又は県）を記入する。また基金を活用した事業を市町村において実施する場合は、県への事業提案及び県の予算措置終了

後、市町村計画（案）を作成し、県へ提出するものとする。
※４ 個別医療機関等（ 「政策医療を担う中心的な医療機関」を除く）へは関係団体（県又は郡市）を通じて周知していただくよう依頼する。

また、「政策医療を担う中心的な医療機関」及び個別医療機関等が提案する場合は、原則として、所属する郡市レベルの関係団体（郡市レベルの関係団体を有しない
場合は、県レベルの関係団体）を経由することとする。所属する関係団体においては、当該提案が地域の課題解決に資する内容になっているか等について確認し、提案する。

：募集①

：地域の課題解決に資する事業を提案②

文書
送付

県事業担当課

県調整会議

（※４）

令和９年度（2027年度）予算成立後に事業採択・
非採択通知

③
〇事業提案募集スキーム

（１）提案事業取りまとめ後、事業化検討を依頼

（２）提案者へ共同でヒアリングを実施。ヒアリングを踏まえ県事業担当課で事業化
の可否を検討した後、必要に応じて、県調整会議委員（特定の地域に関する事業提
案の場合は当該地域調整会議委員）への意見照会を行い、県医療政策課で基金の
趣旨に合致した事業であるか最終的な判断を行う。

地域調整会議（各保健所において開催）

（１） ）令和9年度新規提案募集中である旨報告
（２）令和9年度基金県計画（案）について報告（必要に応じて）

（１）令和9年度新規提案募集中である旨報告（令和8年7~8月頃予定）
（２）令和9年度基金県計画（案）について報告（必要に応じて）

市町村（※３）

政策医療を担う中心的な医療機関

県保健所
（※２）

文書
送付
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令和８年度（2026年度）

1-3月10-12月7-9月4-6月

県医療政策課

県事業担当課

提案者

県地域医療
構想調整会議

各構想区域

地域医療構想調整
会議

時期未定

事業募集

5/25

募集期間5/25～7/31

提案者
ヒア

～9/30

新規事業採択
結果通知

議決後

令和８年度当初予算
議会提案

2月

提案
取りまとめ

8月上旬

事業化
検討

※必要に応じて、
県調整会議委員、
地域調整会議委員
への意見照会を行
い、県医療政策課
で最終判断

10月中旬

①事前協議：5/25～6/30 ②事業提案：7/1～7/31

・令和9年度新規提案事業
募集中である旨報告

・令和８年度新規提案事業
募集中である旨報告

6月

９

7月


